
                                         

 計画の枠組 
性格 ○教育基本法第17条第２項の規定に基づく滋賀県における

教育振興基本計画(第４期)。なお、地方教育行政の組織及
び運営に関する法律第１条の３の規定に基づく「滋賀の

教育大綱」としても位置付けます。 
○滋賀県基本構想を上位計画とする教育分野の部門別計画 

期間 令和６年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)【５年間】 

※施策の随所にＳＤＧｓの視点を生かします。 

計画策定の背景 
(1)本県教育をめぐる現状と取組の視点 
①未来社会を見据えた学習者主体の人づくり 
②コロナ禍の経験から得た「気付き」 
③多様化する子どもたちの状況に対応し、誰一人取り残されな
い学び 

④高等学校段階の充実した学び 
⑤教職員の資質能力の向上や教職員を支える取組 
⑥生涯学習の振興や地域社会と共に取り組む学び 
⑦学びを通じたウェルビーイング(幸せ)の実現 
 

(2)第３期計画の成果と課題 
子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む 
○授業理解度の向上など読み解く力の育成が進んでいる。基礎・
基本の定着と併せて確かな学力へつなげることが求められる｡ 

○コロナ禍の影響を受けて自尊感情が充分に高まっておらず、
引き続き豊かな心の育成の推進が求められる。 

○コロナ禍の影響を受けた総運動時間の減少やスクリーンタイ
ムの長時間化の中、運動への愛好的態度が充分に高まってお
らず、健やかな体の育成に向けた取組が求められる。 

○特別支援教育の推進に関して、「個別の指導計画」「個別の教
育支援計画」の作成が一定進んでおり、計画をもとにした障
害の状態に応じたきめ細かな指導の推進が求められる。 

○ICT環境の整備が進む一方、活用に自信のない教員が一定割合
おり、指導力の向上と有効活用の推進が求められる。 

○コロナ禍の制約の中で｢うみのこ｣等の滋賀ならではの体験活
動を推進してきたが、子どもにおける主体的な関心は充分に
高まっておらず、機会の確保と充実が求められる。 

○教員の在校等時間は若干減少するも高止まりの状況にあり、
働き方改革等による学びの基盤の確保が求められる。 

 
社会全体で支え合い、子どもを育む 
○学校運営協議会の設置が一定増えているが、引き続きコミュ
ニティ・スクールの取組の推進が求められる。 

○家庭教育支援チームを組織する市町が増えているが、孤立し
がちな保護者の増加傾向を踏まえ、地域全体で子どもの育ち
を支える取組が求められる。 

○SC、SSWの配置や活用が進む一方、不登校の増加等、子どもの
困難な環境の多様化傾向を踏まえ、支援の強化が求められる。 

 
すべての人が学び続け、共に生きるための生涯学習を振興する 
○コロナ禍のため生涯学習の機会に制約がある影響で、地域等
での学びの成果の活用が充分に進んでおらず、オンラインの
活用等による機会の充実が求められる。 

○子どもの読書習慣が充分に定着しておらず、読書活動の一層
の推進が求められる。 

○公共図書館における読書環境の整備については、コロナ禍を
経て、来館型・非来館型サービスの充実が求められる。 

サブテーマ 「三方よし」で幸せ育む滋賀の教育 
資質能力を育み、可能性を広げていくことによる子ども一人ひとりの幸せや、教育に携わる教職員や子どもの育ちの基盤である家庭等における幸

せ、一人ひとりが大切にされ、お互いを尊重し合い、関わり合う、みんなが幸せな地域づくりなど、教育を通じてウェルビーイングの考え方とも共
通する「三方よし」で、幸せの実現を目指します。 

全体的な方向性 

(1) すべての人が愛情をもって取り組む教育 
社会のみんなが、自分や相手、地域社会それぞれに対して愛情をもって教育に取り組むことで、自分を大切にし、相手を尊重し、地域に誇りと

愛着を持つことができる人づくりを目指します。 
 

(2) 学習者が主体の教育 
一人ひとりの学習者を学習の主役と位置付け、主体的に学び、成長する過程を支援するとともに、「読み解く力」の育成に取り組みます。 

 
(3) 滋賀に学ぶ教育 

自然・歴史・文化などの「滋賀の恵み」、地域社会や企業等の力、先人が培った「近江の心」に学び、地域への誇りや愛着と、地域の課題に主体

的に取り組む態度を育みます。また、滋賀に学ぶ教育の展開を通じて、本県の豊かさを未来へ受け継いでいきます。 

柱Ⅲ みんなで学びに関わる 
 
【目指す方向性】 

子どもや学校だけでなく、家庭や地域、
企業・ＮＰＯなど、社会のみんなが生涯の

あらゆる場面で学び、学びでつながり、学
びの機会を支えていきます。 

 

【展開する施策】 

(1)生涯を通じた学びを推進する 

①生涯学習の振興 
②読書活動の推進  
③図書館を生かしたまちづくりの推進 

 
(2)地域社会で学びをつなげる 

①地域と共に取り組む学びの推進 
②企業・ＮＰＯ等と共に取り組む学び

の推進 
③家庭と共に取り組む学びの推進 

 

(3)困難な環境等にある人の学びを

支える 

①学校や家庭での学びの支援 
②多様な学びの機会や居場所の確保 

基本目標 未来を拓く心豊かでたくましい人づくり 
「夢と生きる力」を源とする豊かな人間性や社会性とたくましさを持ち、主体的に未来社会の形成に参画するとともに、生涯にわたり学び続ける

人づくりを目指します。 

柱Ⅱ 学びの基盤を支える  
【目指す方向性】 

学校教育の基盤である教職員を支え、資質能力の向上を
支援します。また、子どもたちが安心して快適に学べる環
境づくりや、「この子らを世の光に」の考えに基づいた社会
的包摂など多様な教育ニーズへの対応、成長過程の学びを
円滑につなげる取組など、子どもを真ん中に置き、学びの
基盤を切れ目なく支えます。 

 
【展開する施策】 
(1)教職員を支え、教育力を高める 

①働き方改革を通じた笑顔あふれる学校づくりの推進 
②教職員の資質能力の向上  

(2)安心して学び、能力を発揮できる環境をつくる 
①子どもの心理的安全性の確保  
②学校安全の推進 
③教育ＤＸの推進 
④学校施設の教育環境の整備  

(3)多様な教育ニーズに対応する 
①特別支援教育の充実、インクルーシブ教育システム

構築の推進 
②魅力ある県立高等学校づくりの推進 
③私学教育の振興  

(4)学びを円滑につなげる 
①幼児教育・保育の充実および小学校教育との円滑な

接続 
②大学、県立高等専門学校等の高等教育機関との連携

や接続 

柱Ⅰ 夢と生きる力を育む 
 
【目指す方向性】 

知・徳・体の育成をはじめ、社会をけ

ん引することができる資質を育成する

ことで、学ぶ力を向上し、「夢と生きる

力」を育みます。また、体験活動や部活

動など、子どもたちの多様な学びの機会

をつくります。 
 

【展開する施策】 

(1)知・徳・体を育む 
①確かな学力の育成  
②豊かな心の育成  
③健やかな体の育成 
 

(2)主体的に社会へ参画できる資質

能力を育む 

①社会参画・社会貢献意識の育成 
②情報活用能力の育成 
 

(3)多様な学びの機会をつくる 
①滋賀に学ぶ体験活動等の推進 
②部活動の持続可能で適切な運営へ

の支援 

滋賀の教育大綱（第４期滋賀県教育振興基本計画）【原案(滋賀県民政策コメント後)】 概要版
令和５年(2023年)９月７日 

第３回滋賀県総合教育会議 
資 料 ３ － ３ 

施策の推進方法  

県関係部局間の連携はもとより、国および市町とも連携し、当事者である子どもの声を聴きながら、施策を総合的に推進するとともに、目指す姿

への到達状況について、毎年度、点検・評価を行います。また、状況の変化に応じて、計画内容を見直します。 



 
                                         

施策の柱 施  策 主な取組 
 
柱Ⅰ 
 
夢と生きる 
 
力を育む 

（１）知・徳・体を育む 

①確かな学力の育成 
基礎的・基本的な知識や技能の定着、読み解く力の育成、探究的に学ぶ力の育成、指導体制の整備、カリキ
ュラム・マネジメントや教科等横断的な学びの充実、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実、主体
的・対話的で深い学びの推進 

②豊かな心の育成 
子どもの権利の尊重・利益の擁護、自尊感情の育成、コミュニケーション能力の育成、道徳教育の推進、人
権教育の推進、発達支持的生徒指導の推進、生命(いのち)の安全教育の推進 

③健やかな体の育成 学校体育を中心とした運動の習慣化の促進、保健教育および学校保健の推進、食育の推進 

（２）主体的に社会へ参画 
できる資質能力を
育む 

①社会参画・社会貢献意識の育成 
主権者教育等の推進、外国語教育の充実およびグローバル社会で活躍するための学びの充実、キャリア教育・
起業家教育(アントレプレナーシップ教育)の推進、社会的な課題に関する教育の推進 

②情報活用能力の育成 ＩＣＴを主体的に活用できる態度の育成、情報モラル教育の充実、プログラミング的思考の育成 

（３）多様な学びの機会を 
つくる 

①滋賀に学ぶ体験活動等の推進 滋賀の豊かな自然・歴史・文化に親しむ学びの推進、地域社会を教育資源とした学びの推進 

②部活動の持続可能で適切な運営への支援 適切な部活動指導の実施、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行 

 
柱Ⅱ 
 
学びの基盤 
 
を支える 

（１）教職員を支え、教育
力を高める 

①働き方改革を通じた笑顔あふれる 
学校づくりの推進 

学校における働き方改革の推進、多様な人材の学校運営への参画、教職員のワーク・ライフ・バランスの確
保、教職員の健康管理の推進 

②教職員の資質能力の向上 教員人材の確保、教職員の人材育成 

（２）安心して学び、能力
を発揮できる環境を 
つくる 

①子どもの心理的安全性の確保 いじめ防止対策の徹底、子どものメンタルヘルスへの対応、学校内外の相談体制の整備 

②学校安全の推進 学校生活の安全確保に向けた取組の推進、防災教育・防犯教育の推進 

③教育ＤＸの推進 １人１台端末環境の安定的な運用、教育活動へのＩＣＴ活用の推進、一人ひとりに配慮したＩＣＴの利活用 

④学校施設の教育環境の整備 県立学校施設の計画的な整備 

（３）多様な教育ニーズに 
対応する 

①特別支援教育の充実、インクルーシブ 
教育システム構築の推進 

切れ目のない指導・支援、多様な学びの機会の確保、就学先の選択と相談、特別な支援が必要な子どもに対
する指導力の充実、特別支援教育の実施体制の確保、障害のある子どものキャリア教育の推進、障害のある
人を支援する関係機関との連携 

②魅力ある県立高等学校づくりの推進 各県立高等学校の魅力化の推進、産業教育の充実、地域との連携の推進 

③私学教育の振興 私立学校の安定的な運営への支援、私立高等学校に在籍する生徒の保護者の経済的負担の軽減 

（４）学びを円滑につなげ
る 

①幼児教育・保育の充実および 
小学校教育との円滑な接続 

幼稚園教諭等の指導力の向上、幼児教育・保育と小学校教育との円滑な接続の推進 

②大学、県立高等専門学校等の高等教育機関
との連携や接続 

高等教育機関との連携の推進、高等教育機関への円滑な接続の推進 

 
柱Ⅲ 
 
みんなで学 
 
びに関わる 

（１）生涯を通じた学びを 
推進する 

①生涯学習の振興 学びの機会の充実、学びの情報の充実、地域での学びの担い手の育成、社会教育士の周知啓発・活用 

②読書活動の推進 
家庭や地域における子ども読書活動の推進、学校図書館の活用など学校における読書活動の促進、読書バリ
アフリーの推進 

③図書館を生かしたまちづくりの推進 
県立図書館におけるサービスの推進、図書館ネットワークの充実、図書館等を活用した地域づくりへの支援、
子どもを真ん中に置いた「こども としょかん」の取組 

（２）地域社会で学びを 
つなげる 

①地域と共に取り組む学びの推進 
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の推進、地域学校協働活動の推進、部活動の地域連携や地域
クラブ活動への移行(再掲) 

②企業・ＮＰＯ等と共に取り組む学びの推進 学びの充実に向けた企業等との連携、学習支援情報の発信、協定制度に基づく企業による取組の促進 

③家庭と共に取り組む学びの推進 家庭教育の活性化促進、家庭教育支援体制の構築 

（３）困難な環境等にある 
人の学びを支える 

①学校や家庭での学びへの支援 
生徒指導・教育相談の充実、専門人材による支援、困難な家庭環境への支援、日本語指導が必要な子ども等
への支援 

②多様な学びの機会や居場所の確保 
不登校の状態にある子どもへの支援、学びの機会や居場所の確保、多様な状況に応じて義務教育を受ける機
会となる夜間中学への支援、読書バリアフリーの推進(再掲)  

施策体系 滋賀の教育大綱（第４期滋賀県教育振興基本計画）【原案(滋賀県民政策コメント後)】) 



 
 
                                         

施策の柱 施  策 目標 出典調査 現況値 目標設定の考え方 主管所属 

 
柱Ⅰ 
 
夢と 
生きる 
力を育む （１） 

知・徳・体を 
育む 

①確かな学力の育成 
授業の内容がよく分かると答えた児童生徒の割合の増加 

学びのアンケート 
 

小国:89.1% 
小算:83.9% 
中国:81.5% 
中数:74.0% (R4) 

子どもたちが「わかった」「できた」と実感できる授業づくりが確かな学力の育成に重要で
あるため、目標として設定します。 

幼小中教育課 

将来の夢や目標を持っていると答えた児童生徒の割合の増加 学びのアンケート 
小:75.6% 
中:67.5% (R4) 

学びの原動力として夢や目標を持つことや、学びを通じて夢や目標を発見することは確かな
学力の育成において重要であるため、目標として設定します。 

幼小中教育課 

②豊かな心の育成 
自分には良いところがあると答えた児童生徒の割合の増加 学・学調査 

小：78.8% 
中：76.2% (R4) 

自分を大切に思う自尊感情が豊かな心の育成に当たり重要であるため、目標として設定しま
す。 

人権教育課 

人が困っているときは、進んで助けている児童生徒の割合の増加 学・学調査 
小：89.0 % 
中：87.1 % (R4) 

周囲の人を積極的に助けようとする態度は豊かな心の育成に当たり重要であるため、目標と
して設定します。 

人権教育課、幼小中教
育課 

③健やかな体の育成 
運動・スポーツが苦手(嫌い)な傾向にある児童生徒向けの取組、または
能力差に応じた取組を行っている学校の割合の増加 

体力・運動習慣等調査 
小:44.0% 
中:65.1% (R4) 

運動が苦手な子どもなど、それぞれの状況に応じて取り組むことが健やかな体の育成に当た
り重要であるため、目標として設定します。 

保健体育課 

（２） 
主体的に社会へ参
画できる資質能力
を育む 

①社会参画・社会貢献意識の育
成 

インターンシップに参加した高等学校生徒の割合の増加 県調べ 32.23% (R4) インターンシップに挑戦して働くことを体感することは、将来の社会参画や社会貢献におい
て有益であるため、目標として設定します。 

高校教育課 

海外留学をした高等学校生徒の増加 
高等学校等における国際交
流等の状況調査 

1,013 人 (H29) 
海外留学に挑戦してグローバル社会を実感することは、将来の社会参画や社会貢献に有益で
あるため、目標として設定します。 

高校教育課 

②情報活用能力の育成 
授業中にＩＣＴを活用して指導する能力について、肯定的な回答をした
教員の割合の増加 

学校における教育の情報化
の実態等に関する調査 

小:74.4% 
中:69.5% 
高:65.4% 
特:58.9% (R3) 

教員の ICT の活用に関する指導力は、子どもの情報活用能力の育成に当たり重要であるた
め、目標として設定します。 

教育ＩＣＴ化推進室 

（３） 
多様な学びの 
機会をつくる 

①滋賀に学ぶ体験活動等の推
進 

「フローティングスクールの学習を終えて、びわ湖学習のテーマについて
の自分の考えを持ち、他の人に伝えることができた」児童の割合の増加 

県調べ 79.4% (R4) 
滋賀県ならではの体験学習「びわ湖フローティングスクール」の学びを自身に定着させるこ
とが体験活動の推進において重要であるため、目標として設定します。 

幼小中教育課 

②部活動の持続可能で適切な
運営への支援 

部活動指導員や地域クラブ活動等の外部指導を受けている生徒数の増加 県調べ 
465人(指導員) 
1,848人(地域クラブ) (R4) 

部活動指導員や地域クラブ活動等の地域の力を活用することが部活動の持続可能で適切な
運営に当たり重要であるため、目標として設定します。 

保健体育課 

 
柱Ⅱ 
 
学びの 
基盤を 
支える 

（１） 
教職員を支え、 
教育力を 
高める 

①働き方改革を通じた笑顔あ
ふれる学校づくりの推進 

教員一人あたりの時間外在校等時間（月平均）の短縮 
県立:県調べ 
小中:市町調べ 

小 38.8 時間 
中 46.9 時間 
高 45.4 時間 
特 27.2 時間 (R4 上期） 

教員の多忙な状況を改善し、時間外在校等時間を縮減することが学校における働き方改革や
笑顔あふれる学校づくりにおいて重要であるため、目標として設定します。 

教職員課 

②教職員の資質能力の向上 
授業準備や事例研究等、実践的な研修を積極的に行っている学校の割合
の増加 

学・学調査 
小:52.1％ 
中:33.3％（R4） 

授業準備などの実践的な研修が校内で積極的に行われることが教職員の資質能力の向上に
当たり重要であるため、目標として設定します。 

教職員課 

（２） 
安心して学び、 
能力を発揮 
できる環境を 
つくる 

①子どもの心理的安全性の確
保 

困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談で
きると感じている児童生徒の割合の増加 

学・学調査 
小:70.1% 
中:69.3% (R4) 

困りごとや不安があるときに、先生などにいつでも相談できる環境づくりが子どもの心理的
安全性の確保において重要であることから、目標として設定します。 

生徒指導・ 
いじめ対策支援室 

②学校安全の推進 学校管理下における障害や重度の負傷を伴う事故等の発生件数の減少 県調べ 
小：29 件 
中：46 件 
高：18 件 (R4) 

学校管理下における事故等の防止が学校安全の推進に当たり重要であることから、目標とし
て設定します。 

保健体育課 

③教育ＤＸの推進 
授業中にＩＣＴを活用して指導する能力について、肯定的な回答をした
教員の割合の増加【再掲】 

学校における教育の情報化
の実態等に関する調査 

小：74.4％ 
中：69.5％ 
高：65.4％ 
特：58.9％  (R3) 

子どもの学びを支える教員において、日進月歩のＩＣＴに対応して指導力を確保していくこ
とが教育ＤＸの推進において重要であることから、目標として設定します。 

教育ＩＣＴ化推進室 

④学校施設の教育環境の整備 －(別途、滋賀県公共施設等マネジメント基本方針に基づき取り組む。) － － － 教育総務課 

（３） 
多様な教育 
ニーズに 
対応する 

①特別支援教育の充実、インク
ルーシブ教育システム構築
の推進 

個別の教育支援計画および個別の指導計画に係る「活用率」の上昇 県調べ 
(令和 5 年 9 月 
調査予定) 

個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成が進んできた状況にあって、その活用を推進す
ることが、特別支援教育の充実やインクルーシブ教育システムの構築に向けて重要であるこ
とから、目標として設定します。 

特別支援教育課 

②魅力ある県立高等学校づく
りの推進 

学校評価(第三者評価)において、魅力化の取組が進んだと評価された県
立高等学校数の増加 

県調べ 86% (R4)※参考値 
第三者の視点において県立高等学校の魅力化の評価を高めることが重要であることから、目
標として設定します。 

魅力ある高校づくり 
推進室 

③私学教育の振興 －(各私立学校の建学の精神に基づいた教育の充実を図る。) － － － 私学・県立大学振興課 

（４） 
学びを円滑に 
つなげる 

①幼児教育・保育の充実および
小学校教育との円滑な接続 

幼児教育・保育との接続状況のフェーズが３または４である小学校の割
合の増加 

学びのアンケート 
ﾌｪｰｽﾞ 3 12.3% 
ﾌｪｰｽﾞ 4 19.6% (R4) 

小学校が校区内の幼稚園等とともに接続の取組を充実することが、幼児教育・保育の充実お
よび小学校教育との円滑な接続に当たり重要であることから、目標として設定します。 

幼小中教育課 

②大学、県立高等専門学校等の
高等教育機関との連携や接続 

大学等と連携して専門的な学びを深める取組を行った高等学校数の増加 県調べ 21 校  (R3) 
高等学校における大学等との連携による深い学びの展開が高等教育機関との連携や接続の
充実において重要であることから、目標として設定します。 

高校教育課 

 
柱Ⅲ 
 
みんなで学
びに 
関わる 

（１） 
生涯を通じた 
学びを推進 
する 

①生涯学習の振興 
学びの動機が「地域や社会における活動に生かすこと」である学習者の
増加 

県政モニターアンケート 22.8％（R4） 
地域や社会における活動に生かすために学ぶ人を増やすことが生涯学習の振興に当たり重
要であることから、目標として設定します。 

生涯学習課 

②読書活動の推進 
学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たり 10 分以
上読書している児童生徒の割合の増加 

学・学調査 
小：57.3％ 
中：43.2％（R4） 

子どもの頃からの自主的な読書習慣の定着が読書活動の推進において重要であることから、
目標として設定します。 

生涯学習課 

③図書館を生かしたまちづく
りの推進 

県民一人当たりの県立・市町立図書館で年間に借りる図書冊数の増加 県調べ 
7.15 冊 
（R4 速報値） 

県立図書館が中心となって公共図書館のサービスの充実を図り、図書館の利用を促進するこ
とが図書館を生かしたまちづくりに当たり重要であることから、目標として設定します。 

生涯学習課・図書館 

（２） 
地域社会で 
学びをつなげる 

①地域と共に取り組む学びの
推進 

コミュニティ・スクールを設置する公立学校の割合の増加 県調べ 59.2％（R4） 
学校と地域住民が力を合わせて学校運営に取り組むプラットフォームとなるコミュニティ・
スクールの設置の促進が地域と共に取り組む学びの推進において重要であることから、目標
として設定します。 

生涯学習課 

②企業・ＮＰＯ等と共に取り組
む学びの推進 

「におねっと」の出前講座および学校支援メニューの登録件数(メニュー
数)の増加 

県調べ 
494 メニュー 
(出前講座 171、学校支
援メニュー323） 

一元的に学習情報を提供する「におねっと」における、地域や学校での学びへの支援に関す
る情報の充実が、企業等と共に取り組む学びにおいて重要であることから、目標として設定
します。 

生涯学習課 

③家庭と共に取り組む学びの
推進 

家庭教育支援チームを組織する市町数の増加 県調べ 11 市町（R4） 
地域のみんなで家庭教育を支える体制の構築が家庭と共に取り組む学びの推進に当たり重
要であることから、目標として設定します。 

生涯学習課 

（３） 
困難な環境等にあ
る人の 
学びを支える 

①学校や家庭での学びへの支
援 

困りごとや不安があるときに、先生や学校にいる大人にいつでも相談で
きると感じている児童生徒の割合の増加【再掲】 

学・学調査 
小:70.1% 
中:69.3% (R4) 

困りごとや不安があるときに、先生などにいつでも相談できることが、学校や家庭での学び
への支援において重要であることから、目標として設定します。 

幼小中教育課 

②多様な学びの機会や居場所
の確保 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが支援に関わった
児童生徒数の増加 

県調べ 
S C:3,252人 
SSW:1,603人(R4) 

専門職であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる支援を必要な児
童生徒に実施していくことが、多様な学びの機会や居場所の確保において重要であることか
ら、目標として設定します。 

生徒指導・ 
いじめ対策支援室 

相談・支援等を受けていない不登校児童生徒の割合の減少 県調べ 
小:30.3% 
中:40.1% 
高:46.9% (R3) 

不登校の状態にあっても取り残されることなく相談や支援が受けられるように取り組むこ
とが多様な学びの機会や居場所の確保において重要であることから、目標として設定しま
す。 

生徒指導・ 
いじめ対策支援室 

 

施策体系と目標 滋賀の教育大綱（第４期滋賀県教育振興基本計画）(原案(滋賀県民政策コメント後)) 


